
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                           
救
急
車
に
よ
る
救
急
搬
送
時
に

救
急
隊
員
が
傷
病
者
の
マ
イ
ナ

保
険
証
を
活
用
し
、
過
去
の
受
診
歴
な

ど
を
確
認
で
き
る
「
マ
イ
ナ
救
急
」
が
、

令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
全
国
で
一
斉

に
始
ま
っ
た
。
救
急
活
動
の
迅
速
化
が

可
能
と
な
る
「
マ
イ
ナ
救
急
」
は
町
民

の
命
と
健
康
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て

は
重
要
な
ア
イ
テ
ム
に
な
る
と
推
察
さ

れ
る
。
つ
い
て
は
以
下
の
点
を
伺
う
。

⑴
幕
別
町
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

の
う
ち
資
格
確
認
書
交
付
者
数
は
。

⑵
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
マ
イ
ナ
保
険
証

の
登
録
数
・
登
録
率
は
。

⑶
マ
イ
ナ
保
険
証
の
普
及
推
進
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登

録
者
を
増
や
す
た
め
の
手
立
て
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
資
格
確
認
書
は
、
国
民
健
康
保
険
法

に
基
づ
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
未
保

有
者
や
、
保
有
者
の
う
ち
健
康
保
険
証

利
用
未
登
録
者
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
資
格
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
に
あ
る
場
合
に
限
り
交
付
す
る

も
の
で
あ
る
。
幕
別
町
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
数
５
０
２
９
人
の
う
ち
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
者
は
３
４
１
０

人
で
あ
り
、
残
り
の
１
６
１
９
人
、
約

３
２
・
２
％
の
方
に
資
格
確
認
書
を
交

付
し
て
い
る（
令
和
７
年
10
月
末
現
在
）。

⑵
国
か
ら
の
公
表
が
な
い
た
め
、
町
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

さ
ら
に
利
便
性
が
高
ま
っ
た
と
感
じ
て

い
る
方
が
い
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

⑶
マ
イ
ナ
保
険
証
の
性
質
や
メ
リ
ッ
ト

な
ど
を
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
出

前
講
座
な
ど
を
通
じ
て
町
民
へ
分
か
り

や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
る
と
も
に
、

医
療
機
関
や
消
防
と
連
携
し
、
安
心
・

安
全
な
医
療
の
提
供
に
大
き
な
役
割
を

担
う
マ
イ
ナ
保
険
証
の
普
及
啓
発
を
進

め
て
い
く
。

「
改
正
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
が

令
和
７
年
９
月
１
日
に
施
行
さ

れ
た
。
条
件
を
満
た
す
と
市
町
村
長
が

判
断
し
た
場
合
、
緊
急
銃
猟
を
可
能
と

し
た
。
つ
い
て
は
以
下
の
点
を
伺
う
。

⑴
幕
別
町
内
に
お
け
る
今
年
度
の
ヒ
グ

マ
の
出
没
や
捕
獲
数
、
ヒ
グ
マ
に
よ
る

被
害
の
状
況
は
。

⑵
「
緊
急
銃
猟
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成

は
さ
れ
た
か
。

⑶
自
治
体
職
員
「
ガ
バ
メ
ン
ト
ハ
ン
タ

ー
」
育
成
な
ど
、
幕
別
町
と
し
て
の
ハ

ン
タ
ー
育
成
対
策
は
。

⑷
幕
別
町
に
お
け
る
野
生
動
物
へ
の
餌

や
り
の
注
意
喚
起
や
ヒ
グ
マ
の
被
害
防

止
の
施
策
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
今
年
度
の
ヒ
グ
マ
の
出
没
状
況
は
、

目
撃
及
び
足
跡
情
報
が
17
件
、
捕
獲
数

は
２
頭
で
あ
る
（
令
和
７
年
11
月
末
現

在
）
。
人
的
被
害
は
発
生
し
て
い
な
い

が
、
農
業
被
害
と
し
て
、
令
和
６
年
度

の
調
査
結
果
で
は
、
て
ん
菜
や
デ
ン
ト

コ
ー
ン
な
ど
の
被
害
面
積
が
０
・
１
１

ｈ
ａ
、
被
害
額
は
７
６
１
２
９
円
で
あ

る
。

⑵
国
か
ら
「
緊
急
銃
猟
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

が
示
さ
れ
、
北
海
道
か
ら
「
緊
急
銃
猟

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
参
考
例
）
」
が
提

示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
関

係
機
関
の
意
見
を
踏
ま
え
、
年
度
内
を

目
途
に
作
成
を
行
っ
て
い
く
。

⑶
有
害
鳥
獣
駆
除
体
制
強
化
の
た
め
、

ゆ
と
り
み
ら
い
21
推
進
協
議
会
で
は
北

海
道
猟
友
会
の
予
備
講
習
会
受
講
費
や

狩
猟
免
許
取
得
な
ど
を
助
成
し
て
い

る
。
狩
猟
者
の
育
成
に
は
助
成
に
加
え
、

経
験
豊
富
な
狩
猟
者
か
ら
の
知
識
や
技

術
の
伝
承
、
現
場
で
の
経
験
が
重
要
で

あ
る
た
め
、
同
協
議
会
の
鳥
獣
被
害
対

策
専
門
部
会
に
お
い
て
協
議
を
続
け
、

有
害
鳥
獣
駆
除
体
制
の
充
実
を
図
っ
て

い
く
。

⑷
野
生
動
物
へ
の
餌
や
り
防
止
を
広
報

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
ヒ
グ
マ
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
人

の
生
活
圏
に
引
き
寄
せ
な
い
よ
う
、
誘

引
物
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
今
後
も
町
民
へ
の
啓
発
活
動

に
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
猟
友
会
と
の

連
携
を
強
化
し
、
ヒ
グ
マ
の
目
撃
情
報

後
に
追
跡
・
防
除
を
速
や
か
に
行
い
、

被
害
防
止
に
努
め
て
い
く
。

答問
適
切
な
医
療
の
提
供
を
進
め
る
た
め
に
重
要
性

は
一
層
高
ま
っ
て
い
る

マ
イ
ナ
保
険
証
の
普
及
推
進
を
さ
ら
に
積
極
的
に

■ 一 般 質 問 ■ 

❺

問

谷口　和弥 議員
（無会派）

2026.2 月号

答問

年
度
内
を
目
途
に
「
緊
急
銃
猟

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成
を
行
う

ヒ
グ
マ
の
被
害
を
防
止
し
、
町
民

と
の
共
存
共
栄
を

問


